
令和６年２月１日 

 

契約の保証及び前払金保証の電子化について 

 

契約の保証及び前払金保証について、令和 6 年 2 月 1 日以降に契約締結するものから、

下記のとおり電子による取り扱いを開始します。 

保証に関する具体的な手続きは、各保証機関（保証事業会社、損害保険会社）にご確認く

ださい。なお、紙の証書（証券）についても引き続き取り扱います。 

 

１ 対象 

 保証事業会社 

（西日本建設業保証（株）等） 
損害保険会社 

契約の保証 契約保証証書 
履行保証保険証書 

公共工事履行保証証券 

前払金保証 前払金保証証書 ― 

 

２ 取扱い方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

受注者
保証事業会社

（西日本建設業保証㈱等）

保証サービス
D-Sure

（日本電子認証㈱）

泉大津市

➂保証契約番号・認証キー提供 

➀契約保証（前払金保証）の申込 

➁
電
子
証
書
の
送
信 

➃
保
証
契
約
番
号
・ 

認
証
キ
ー
提
出 

【保証事業会社の場合】 

受注者 損害保険会社

泉大津市

➀履行保証の申込 

➁電子証券送付 ➂
電
子
証
券
提
出(

メ
ー
ル) 

【損害保険会社の場合】 

メールの CC に保険会社が 

指定するメールアドレスを含める 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

➄電子証書の閲覧 

【認証キー・電子証券の提出先】 

当初契約：総務課契約検査係 

変更契約：各事業担当部署 


